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１ 新校の基本的枠組み 

(1) 第三期県立高等学校再編計画 

令和９(2027)年度に、宇都宮清陵高校をフレックス・ハイスクールへ再編する。 

再編に伴い、宇都宮工業高校定時制と宇都宮商業高校定時制を統合するほか、

令和11(2029)年度に、宇都宮高校通信制の収容定員の一部を新校に移設する。 
 

(2) 校名 

【校名】「栃木
と ち ぎ

県立
け ん り つ

宇都宮
う つ の み や

清
せい

陵
りょう

高等
こ う と う

学校
が っ こ う

」 

【命名の趣旨】 

現校名に対する地域の愛着を尊重するとともに、新校においても、「宇都宮

清陵」に込められた建学の精神を継承していくことへの期待を込める。  
 

(3) 設置場所 

栃木県宇都宮市竹下町９０８番地３ 
                 

(4) 開校年月日 

令和９(2027)年４月１日 
 

(5) 設置内容 

【定時制課程】 普通科 午前部募集定員80人、午後部募集定員80人 

（令和９(2027)年度から募集開始） 

【通信制課程】 普通科 収容定員470人 

（令和11(2029)年度から募集開始） 
 

 (6) 入学者選抜 

   「栃木県立高等学校入学者選抜の方針」（令和７(2025)年６月13日 県教育委

員会）に定められた各選抜に加え、年度の後期から入学を許可するための「秋季

選抜」を行う。なお、要綱等は、県教育委員会が別に定めるものとする。 
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２ スクール・ミッション、スクール・ポリシー、校訓 

(1) スクール・ミッション 

一人一人の多様な学習ニーズに柔軟に応える教育活動を通して、個性を発揮

しながら社会で活躍する人材を育成する学校 
 

(2) スクール・ポリシー 

ア グラデュエーション・ポリシー 

〇社会的自立に必要な自己管理能力と基礎的・基本的な学力を育成します。 

【自立】 

〇目標に向けて、自ら考え、主体的に探究していく姿勢や態度を育成します。 

【自導】 

〇自分の良さや個性を理解し、自他の人権を尊重しながら、他者と協働でき

る力を育成します。                  【自尊他尊】 
 

イ カリキュラム・ポリシー 

(ｱ) 定時制課程 

〇多様な選択科目や少人数授業により、一人一人の生活スタイルや学習ペー

スに応じた教育活動を展開します。 

   〇自己実現に向けたよりよい学校生活を送れるよう、スクールカウンセラー

等と連携した教育支援体制を整えます。 

   〇一人一人の個性を生かしながら主体的・協働的に取り組める学校行事や地

域との連携活動等を実施します。 

   (ｲ) 通信制課程 

   〇一人一人の学習ペースに応じたレポート課題及び面接指導により、計画的

な自学自習をサポートします。 

   ○学習や進路、生活に関する悩みなどにきめ細かく対応できるような支援の

体制を整えます。 

   ○多様な価値観に触れられるコミュニケーションの場をつくり、学校行事に

参画する機会を設定します。 
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ウ アドミッション・ポリシー 

   〇フレックス・ハイスクールの特色を理解し、学習に意欲的に取り組む生徒 

   〇将来の進路について前向きに考え、それに向かって努力しようとする生徒 

   〇学校や社会の規律を守り、他者を思いやることができる生徒 

 

(3) 校訓 

「 より広く より深く そして より高く 」 

旧校における生徒指標を新校の校訓として定める。 

 

３ 特色ある教育活動 

(1) 個別最適な学びを実現する教育課程と学習指導 

① 四年制大学から就職まで、生徒の多様な進路希望に対応できる選択科目の 

充実や学校外学修等の活用 

② 生徒一人一人の進路実現を目指した、基礎学力や発展的思考力を育む学習 

支援や受験指導の充実 

③ 思考力・判断力・表現力を育成するための、深い学びにつながる探究活動の 

充実 

(2) 自己実現に向けた組織的な生徒理解及び支援 

① 生徒の悩みや問題などの早期発見・解決に向けた、スクールカウンセラー 

等との連携による定期的な面談等の実施 

② スクールソーシャルワーカー等との連携による、生徒個々の生活環境に寄 

り添ったきめ細かな学習・生活に関わる支援 

③ 卒業後を見通した、一人一人のキャリア形成に有意義な講演会やセミナー 

等の充実 

(3) 多様性を尊重し、協働的に課題を解決する力を育む教育 

① 自己理解や他者理解を深めるための、教育関連機関や行政機関、自治会等 

と連携した協働的な活動の推進 
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② 主体的に探究していく姿勢や態度を育成するための、生徒同士の学び合い 

の充実 

③ 物事を計画し実行する力を育成するための、生徒主体で行う学校行事や地 

域活動等の実施 

 

４ 校歌、校章（現校歌・校章を継承） 

校歌や校章については、多くの同窓生及び在校生から愛され、支持されてきた

経緯を十分踏まえ、これまでの校歌や校章を継承する。 

(1) 校歌 

 

 

 

 

 

(2) 校章 

 

 

 

 

 

 

 

宇都宮の「ウ」を図案化し、「清陵」のイメージを

表している。外側の均整のとれたふっくらとした

曲線の逆三角形で「調和のとれた豊かな人間性」及

び校訓の「より広く より深く」を、中の上に向か

って伸びる三角形で「創造的な知性」と「自律的な

精神」及び校訓の「より高く」を表現している。 
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５ 施設・設備 

(1) 大教室兼会議室 

生徒一人一人の学習ニーズに応じた多様な科目選択に係るガイダンス機能等

の充実のため、１学年全員が収容できる大教室を整備する。 
 

(2) 介護実習教室 

   福祉に関する科目の導入に伴い、介護に関する体験的な学習活動を行うため

の教室を整備する。 
 

(3) 工業実習教室 

   工業に関する科目の導入に伴い、電子回路やプログラミングなど電子情報に

関する実践的な学習活動を行うための教室を整備する。 
 

(4) 職員室 

   定時制課程と通信制課程の２課程を設置することに伴い、職員室を拡充して

整備する。 
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資料１ 

宇都宮清陵高新校設立準備委員会設置要綱 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、「県立高校再編推進要綱」第４条の規定に基づき、宇都宮清陵高 

校（以下「同校」という。）に設置する新校設立準備委員会（以下「準備委員会」と 

いう。）の運営等について、必要な事項を定めるものとする。 

（組 織）  

第２条 準備委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。  

２ 委員長は、同校の校長をもって充てる。  

３ 副委員長は、同校の教頭をもって充てる。  

４ 委員は、学識経験者、地元関係者、学校関係者及び県教育委員会事務局職員等の

中から 10 名程度を選任し、委員長が委嘱する。 

（所掌事項）  

第３条 準備委員会は、次に掲げる業務を行う。  

(1) 新校設置計画に関すること。  

(2) 施設・設備の整備等に関すること。  

(3) 新校の広報に関すること。  

(4) その他新校への移行の円滑な推進に関すること。  

（会 議）  

第４条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、これを主宰する。  

２ 委員長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。  

３ 委員長は、委員会において協議又は決定した事項については、高校再編推進本部

に報告するものとする。  

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。  

（実務作業部会）  

第５条 準備委員会に専門的事項を調査検討するため、実務作業部会(以下「作業部

会」という。)を置く。  

２ 作業部会の部会員は、委員長が指名する者をもって充てる。  

３ 作業部会の会議は、委員長が召集し、これを主宰する。  

４ 作業部会は、調査検討すべき事項ごとに、検討小部会を置くことができる。  
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（設置期間）  

第６条 準備委員会の設置期間は、準備委員会が設置された日から新校が開校する年

の３月 31 日までとする。  

（庶 務） 

第７条 準備委員会の庶務は、同校の職員において処理する。  

（その他）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営等について必要な事項は、

委員長が別に定める。  

 

附則（令和６（2024）年１月 23 日付け教政第 730 号教育長通知）  

 

この要綱は、令和６（2024）年２月１日から施行する。 
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資料２ 

宇都宮清陵高新校設立準備委員会委員名簿 

 役 職 氏  名 所     属 

１ 委 員 長 

豊住 隆行 
宇都宮清陵高等学校長 

（令和６年４月～令和７年３月） 

小島 浩二 
宇都宮清陵高等学校長 

（令和７年４月～令和８年３月） 

２ 副委員長 村上 善彦 
宇都宮清陵高等学校教頭 

（令和６年４月～令和８年３月） 

３ 委 員 

高久由紀子 
宇都宮市立古里中学校長 

（令和６年４月～令和７年３月） 

吉田 茂興 
宇都宮市立河内中学校長 

（令和７年４月～令和８年３月） 

４ 委 員 

金子 正明 
宇都宮市市民まちづくり部清原地区市民センター所長 

（令和６年４月～令和７年３月） 

近藤 真琴 
宇都宮市市民まちづくり部清原地区市民センター所長 

（令和７年４月～令和８年３月） 

５ 委 員 山本  緑 
宇都宮清陵高等学校同窓会長 

（令和６年４月～令和８年３月） 

６ 委 員 本多 妙子 
宇都宮清陵高等学校同窓会会計 

（令和６年４月～令和８年３月） 

７ 委 員 

佐藤 直人 
宇都宮清陵高等学校ＰＴＡ会長 

（令和６年４月～令和７年３月） 

佐藤 晴彦 
宇都宮清陵高等学校ＰＴＡ会長 

（令和７年４月～令和８年３月） 

８ 委 員 植竹  暁 
県教育委員会事務局教育政策課高校再編推進班長 

（令和６年４月～令和８年３月） 

９ 委 員 柴崎 宏庸 
県教育委員会事務局高校教育課指導担当副主幹 

（令和６年４月～令和８年３月） 
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資料３ 

 
 

宇都宮清陵高新校設立準備実務作業部会部会員名簿 

 役 職 氏  名 所     属 

１ 部 会 長 

豊住 隆行 
宇都宮清陵高等学校長 

（令和６年４月～令和７年３月） 

小島 浩二 
宇都宮清陵高等学校長 

（令和７年４月～令和８年３月） 

２ 副部会長 村上 善彦 
宇都宮清陵高等学校教頭 

（令和６年４月～令和８年３月） 

３ 部会員 興野 寛久 
宇都宮高等学校（通信制課程）教頭 

（令和６年４月～令和８年３月） 

４ 部会員 

赤木 潤子 
宇都宮工業高等学校（定時制課程）教頭 

（令和６年４月～令和７年３月） 

田村 静香 
宇都宮工業高等学校（定時制課程）教頭 

（令和７年４月～令和８年３月） 

５ 部会員 

田崎 哲也 
宇都宮商業高等学校（定時制課程）教頭 

（令和６年４月～令和７年３月） 

沼田 考洋 
宇都宮商業高等学校（定時制課程）教頭 

（令和７年４月～令和８年３月） 

６ 部会員 

鶴見 拓俊 
学悠館高等学校主幹教諭 

（令和６年４月～令和７年３月） 

矢野  勉 
学悠館高等学校教諭 

（令和７年４月～令和８年３月） 

７ 部会員 小平 宏之 
宇都宮清陵高等学校主幹教諭 

（令和６年４月～令和８年３月） 

８ 部会員 

吉川 正智 
宇都宮清陵高等学校教務主任 

（令和６年４月～令和７年３月） 

宮下慎太郎 
宇都宮清陵高等学校教務主任 

（令和７年４月～令和８年３月） 

９ 部会員 

磯   仁 
宇都宮清陵高等学校学習指導主任 

（令和６年４月～令和７年３月） 

松井  威 
宇都宮清陵高等学校学習指導主任 

（令和７年４月～令和８年３月） 

10 部会員 吉澤 宏幸 
宇都宮清陵高等学校進路指導主事 

（令和６年４月～令和８年３月） 
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11 部会員 

神地健一郎 
宇都宮清陵高等学校生徒指導主事 

（令和６年４月～令和７年３月） 

川上 栄二 
宇都宮清陵高等学校生徒指導主事 

（令和７年４月～令和８年３月） 

12 部会員 笹川 久代 
宇都宮清陵高等学校特活部長 

（令和６年４月～令和８年３月） 

13 部会員 南雲 英利 
宇都宮清陵高等学校保健体育主事 

（令和７年４月～令和８年３月） 

14 部会員 野中美穂子 

宇都宮清陵高等学校渉外部長（令和６年度） 

宇都宮清陵高等学校教務部副部長（令和７年度） 

（令和６年４月～令和８年３月） 

15 部会員 伊藤 章夫 
宇都宮清陵高等学校教諭 

（令和６年４月～令和８年３月） 

16 部会員 山﨑 靖久 
宇都宮清陵高等学校教諭 

（令和６年４月～令和７年３月） 

17 部会員 

河上 正美 
宇都宮清陵高等学校事務長 

（令和６年４月～令和７年３月） 

村井みちよ 
宇都宮清陵高等学校事務長 

（令和７年３月～令和８年３月） 

18 部会員 片柳 剛史 
県教育委員会事務局教育政策課高校再編推進班指導主事 

（令和６年４月～令和８年３月） 

19 部会員 小瀧  学 
県教育委員会事務局教育政策課高校再編推進班指導主事 

（令和６年４月～令和８年３月） 

20 部会員 濵野由紀子 
県教育委員会事務局高校教育課指導担当指導主事 

（令和６年４月～令和８年３月） 
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資料４ 

 
 

令和６年度 宇都宮清陵高新校設立準備組織体系図 
 

１ 組織図 

 
高校再編推進本部 

 

                                                 ＜敬称略＞ 

   
総務部会 ○小平 

   

 

 

 

 

 

設立準備委員会 
 

 

 

  

学校運営部会 ○吉川 
   

 

 

    

 

 

 

実務作業部会 
 

教育活動部会 ○磯 
 

 

 

 

 

    

  
広報活動部会 ○野中 

 

 

 

職員会議 
 

 

 

 

 

 

  

 
生徒指導部会 ○神地、山﨑 

 

 

 

 

  

特別活動部会 ○笹川 
 

 

 

  

施設・設備部会 ○河上 
 

 

                 ※実務作業部会全体掌握  部会長、副部会長 
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２ 各部会事務分掌（主な業務） 

総務部会 

・スクールミッション・ポリシーに関すること 

・校名、校歌、校章、校旗に関すること 

・教育課程に関すること 

・入学者選抜に関すること 

・その他各小委員会だけでは解決できない事項に関すること 

学校運営部会 

・学則、校内諸規定、学校組織に関すること 

・年間行事に関すること 

・日課等に関すること 

・生徒の学籍に関すること 

・教科書選定に関すること 

・施設、設備、教室割り等に関すること 

・その他教育計画全般に関すること 

教育活動部会 

・学習指導に関すること 

・進路指導に関すること 

・キャリア教育に関すること 

・学習、進路指導に関する手引作成に関すること 

・成績処理に関すること 

・その他学習、進路指導業務全般に関すること 

広報活動部会 

・リーフレット、ＨＰ、学校案内に関すること 

・一日体験学習に関すること 

・学校要覧、学校案内の作成に関すること 

・学校説明会の企画から実施に関すること 

・その他広報事業に関すること 

生徒指導部会 

・制服や学校指定物品等に関すること 

・校則、生徒心得、諸届様式に関すること 

・生徒の健康面、安全安心、防災等に関すること 

・教育相談に関すること 

・その他生徒指導全般に関すること 

特別活動部会 

・部活動の設置等に関すること 

・学校行事全体に関すること 

・生徒会等の組織、規定に関すること 

・その他特別活動全般に関すること 

施設設備部会 

・施設、設備の改修や修繕に関すること 

・課程変更に伴うシステムの確認等に関すること 

・その他事務分掌全般に関すること 
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令和７年度 宇都宮清陵高新校設立準備組織体系図 

 

１ 組織図 

 

  

 

                       〔小部会〕 

 

                          

 

 

                

 

 

                 

 

 

                  

 

 

               

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校再編推進本部 

設立準備委員会 

実務作業部会 企画調整部会 教育活動部会 

職員会議 

学校運営部会 

生徒指導部会 

総務部会 

特別活動部会 

学校管理部会 
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２ 各担当の主な職務 

（１）企画調整部会 

検討事項 担当 

・設立準備委員会、作業部会の運営、準備 
・全体スケジュール管理、諸業務の総括 
・各小部会の提案検討及び連絡調整 
・他校の実務作業部会委員との連絡調整 
・校内組織、職務分析に関すること 
・施設、設備に関する改修工事関係 
・その他設立に係る業務の調整に関すること 

・実務作業部会委員 
（県教委事務局職員を除く） 

 
 
 
 

（事務部） 

（２）各小部会 

部会名 検討事項 担当 

総務部 ・スクール・ミッション、スクール・ポリシー等に関すること 
・校名、校歌・校章・校旗に関すること 
・教育課程（定時制、通信制）に関すること 
・開講科目、学校設定科目等に関すること 
・入学者選抜に関すること 
・教科書選定に関すること 
・リーフレット、ＨＰ等、広報に関すること 
・同窓会、ＰＴＡの諸規定等に関すること 
・その他、設立に係る業務に関すること 

主幹教諭 
教務部 

学校運営部 ・学則、校内諸規定に関すること 
・年間行事計画の調整、儀式的行事に関すること 
・学校要覧、学校案内に関すること 
・一日体験学習、学校説明会の企画・実施に関すること 
・生徒の学籍等（含；支援システム）に関すること 
・日課（時間割）等に関すること 
・履修の手引き作成等に関すること 
・その他、教務分掌全般に関すること 

教務部 
学年主任 

教育活動部 ・進路指導、学習指導に関すること 
・キャリア教育、特色ある教育に関すること 
・進路、学習に係る諸規定、手引きに関すること 
・成績処理に関すること 
・修学旅行に関すること 
・図書館の運用、規定等に関すること 
・その他、進路・学習指導全般に関すること 

進路指導部 
学習指導部 
事務部 

生徒指導部 ・制服、その他の学校指定物品等に関すること 
・校則、生徒心得、通学規則等生徒指導の規定 
・諸届様式等に関すること 
・生徒の健康面、安全安心、防災等に関すること 
・教育相談、特別支援教育に関すること 
・その他、生徒指導・安全面全般に関すること 

生活健康部 

特別活動部 ・部活動の設置等に関すること 
・学校行事全般に関すること 
・生徒会等の組織、規定に関すること 
・その他、特別活動全般に関すること 

特別活動部 

学校管理部 ・財務に関すること 
・施設、設備の改修や修繕に関すること 
・備品に関すること 
・環境整備等に関すること 
・その他、事務分掌全般に関すること 

事務部 
生活健康部 
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資料５ 

 宇都宮清陵高新校設立準備委員会の審議経過 

第１回新校設立準備委員会 

  期 日  令和６(2024)年７月 17 日（水） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 応接室 

  議 事  １ 第三期県立高等学校再編計画について 

       ２ 設立準備に係る組織等について 

       ３ 設立準備に係るスケジュールについて 

       ４ 宇都宮清陵高等学校の概要説明について 

       ５ 設立する新校の校名選定について 

 （審議内容） 

       ・県教委から高校再編計画及び高校再編推進体制について説明があった。 

       ・副部会長(教頭)から設立準備に係る組織等について説明があり了承された。 

       ・副部会長から設立準備に係るスケジュールについて説明があり了承された。 

       ・部会長(校長)から宇都宮清陵高等学校の現状について説明があった。 

       ・県教委から校名選定要領について説明があった。 

 

第２回新校設立準備委員会 

  期 日  令和６(2024)年 11 月 27 日（水） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 会議室 

  議 事  １ 実務作業部会開催状況報告について 

       ２ 県外先進校視察報告 

       ３ スクール・ミッションについて 

       ４ 総務部会より 

       ５ 学校運営部会より 

       ６ 各部会の進捗状況について 

 （審議内容） 

       ・副部会長から第２回実務作業部会の議事録の報告があった。 

       ・先進校視察（群馬県立太田フレックス高等学校、群馬県立前橋清陵高等学校）の報告 

があった。 

       ・県教委からスクール・ミッションについて説明があり、会議後も意見を聴取したい 

旨了解を得た。 

       ・総務部会から、スクール・ポリシーについて説明があった。また、校名、校歌、校章、

校旗について作成の由来の説明があり、変更の有無については継続審議となった。 

       ・学校運営部会から学期制と日課、授業時間の説明があり、方向性（２学期制、45分授

業）の了解を得た。 
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第３回新校設立準備委員会 

  期 日  令和７(2025)年２月 20 日（木） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 応接室 

  議 事  １ 実務作業部会の進捗状況について 

       ２ 県外先進校視察報告 

       ３ スクール・ミッションについて 

       ４ 総務部より 

       ５ 広報について 

       ６ 各部会の進捗状況について 

 （審議内容） 

       ・副部会長から第３回実務作業部会の議事録の報告があった。 

       ・先進校視察（茨城県立高萩高等学校、学悠館高等学校）の報告があった。 

       ・県教委からスクール・ミッションの説明があり、了承された。 

       ・総務部からスクール・ポリシーについて説明があり、文言等の検討を行った。また、

校名等について協議を行い、現在のものを引き継ぐ方向性が共有された。 

       ・広報部会よりリーフレット案について説明があり、修正箇所の確認等を行った。 

       ・教育活動部会から学習指導の概要の説明があった。また、教育相談室や談話室等の特

別支援について協議を進めることの説明があった。さらに、進路指導についても概要

の説明があった。 

       ・生徒指導部会から制服についての説明があり、制服を定めないことで了承を得た。ま

た、生徒心得の方向性の説明があった。 

       ・施設設備部会から、県内定時制、通信制課程のある学校の施設調査結果を説明した。 

 

第４回新校設立準備委員会 

  期 日  令和７(2025)年６月５日（木） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 会議室 

  議 事  １ 令和７年度の組織体系について 

       ２ 令和６年度設立準備委員会における主な審議内容と決定事項について 

       ３ 総務部より 

         ・スクール・ポリシー及び校訓について 

         ・校名及び校歌・校章・校旗について 

       ４ その他 

         ・令和６年度作成リーフレット(令和７年度中学３年生対象)について 

 （審議内容） 

       ・副部会長から令和７年度の組織体系について説明があり、了承された。 

       ・副部会長から令和６年度の準備委員会における主な審議内容と決定事項の説明と確認

を行った。 

       ・総務部からスクール・ポリシーについて説明があり、内容と文言について協議を行い、
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決定した。また、校訓について協議を行い、原案のとおり了承された。 

       ・総務部から校名及び校歌・校章・校旗についての説明があり、現校のものを継承する

ことで了承された。 

       ・総務部から今年度もリーフレット作成の提案を行い、了承された。 

 

第５回新校設立準備委員会 

  期 日  令和７(2025)年 12 月９日（火） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 会議室 

  議 事  １ 秋入学について 

       ２ 教育課程(定時制課程)と日課について 

       ３ 特色ある教育活動について 

       ４ 広報について 

       ５ 通信制課程について 

 （審議内容） 

       ・県教委から秋入学について説明があり、了承された。 

       ・総務部から教育課程(案)(定時制課程)と日課（案）について説明があり、継続して検

討していくことになった。 

       ・特色ある教育活動について、総務部からは多岐にわたる進路選択に対応できる教育課

程と指導体制の確立について、生徒指導部会からは自己実現に向けた学習や進路、生

活に対する組織的な支援体制について、教育活動部会からは多文化共生社会における

課題解決への実践的な行動力を育む教育について説明があり、継続して検討していく

ことになった。 

       ・総務部からリーフレット作成について説明があり、配布先の検討と、作成部数等の協

議を行った。また、委員からホームページの活用についての提案もあった。 

       ・副委員長から設置する通信制課程について、宇都宮高等学校通信制から転学してくる 

生徒の教育の継続も重要であることから、今後宇都宮清陵高校と宇都宮高校で検討を 

継続していくことで了承された。 

 

第６回新校設立準備委員会 

  期 日  令和８(2026)年２月 20 日（金） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 会議室 

  議 事  １ 新校設置計画案について 

       ２ 広報（リーフレット案）について 

       ３ 令和９年度入学生教育課程表について 

 （審議内容） 

       ・副委員長から新校設置計画(案)について資料を基に説明し、了承された。 

       ・総務部からリーフレットの案が示され、一部修正意見が出たが、修正後に印刷し、現

中学２年生に配付することが了承された。なお、河内教育事務所管内、芳賀教育事務
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所管内、塩谷南那須教育事務所管内の中学２年生については、全生徒に配付すること

が了承された。 

       ・総務部から令和９年度入学生教育課程表(案)の説明があり、現時点における教育課程

の案が了承された。なお、今後も研究を重ね、よりよい教育課程を編成することも了

承された。 
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資料６ 

 
 

宇都宮清陵高新校設立準備実務作業部会の審議経過 

第１回新校設立準備実務作業部会 

  期 日  令和６(2024)年７月５日（金） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 会議室 

  議 事  １ 第三期県立高等学校再編計画について 

       ２ 設立準備に係る組織等について 

          準備委員会、実務作業部会、小委員会の役割分担について 

       ３ 設立準備に係るスケジュールについて 

       ４ 宇都宮清陵高等学校の概要説明について 

       ５ 設立する新校の校名選定について 

 

第２回新校設立準備実務作業部会 

  期 日  令和６(2024)年９月 27 日（金） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 会議室 

  議 事  １ スクール・ミッションについて 

       ２ 教育課程、教育方針、生徒指標、目指す学校像について 

       ３ スクール・ポリシーについて 

       ４ 校訓、校名について 

       ５ 学期制、日課、授業時間について 

       ６ 学則、校内諸規定、学校組織について 

       ７ 制服について 

 

第３回新校設立準備実務作業部会 

  期 日  令和６(2024)年 10 月 30 日（水） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 会議室 

  議 事  １ スクール・ミッションについて（継続） 

       ２ 教育課程、教育方針、生徒指標、目指す学校像について（継続） 

       ３ スクール・ポリシーについて（継続） 

       ４ 校訓、校名について（継続） 

       ５ 学期制、日課、授業時間について（継続） 

       ６ 学則、校内諸規定、学校組織について（継続） 

       ７ 制服について（継続） 

 

第４回新校設立準備実務作業部会 

  期 日  令和６(2024)年 12 月 24 日（火） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 会議室 

  議 事  １ 先進校視察について 
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       ２ 教育課程、教育方針、生徒指標、目指す学校像について（継続） 

       ３ スクール・ポリシーについて（継続） 

       ４ 校訓、校名について（継続） 

       ５ 学期制、日課、授業時間について（継続） 

       ６ 学則、校内諸規定、学校組織について（継続） 

       ７ 制服について（継続） 

       ８ 令和６年度作成・配布予定のリーフレットについて 

       ９ 施設、購買、図書館等に関する調査について 

       10 各校定時制課程の評価の出し方について 

       11 学校行事と部活動について 

     

第５回新校設立準備実務作業部会 

  期 日  令和７(2025)年１月 17 日（金） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 会議室 

  議 事  １ 先進校視察について 

       ２ 校名、教育課程について 

       ３ 進路行事、キャリア教育全体計画について 

       ４ 配布予定のリーフレットについて 

       ５ 各部会の進捗状況の確認 

 

第６回新校設立準備実務作業部会 

  期 日  令和７(2025)年３月 

  場 所  書面開催 

  議 事  １ 総務部より 

       ２ 学校運営部会より 

       ３ 教育活動部会より 

       ４ 生徒指導部会より 

       ５ 広報部会より 

       ６ 特別活動部会より 

       ７ 施設設備部会より 

 

第７回新校設立準備実務作業部会 

  期 日  令和７(2025)年５月 19 日（月） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 会議室 

  議 題  １ 令和７年度の組織体系図及び新校設立に向けたスケジュール等について 

       ２ 令和６年度設立準備委員会における主な審議内容と決定事項等について 

       ３ スクール・ポリシー及び校訓について 

       ４ 校名及び校歌、校章、校旗について 
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       ５ 令和６年度作成リーフレットについて 

 

第８回新校設立準備実務作業部会 

  期 日  令和７(2025)年 11 月 18 日（火） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 会議室 

  議 題  １ 秋入学について 

       ２ 教育課程(定時制課程)、日課について 

       ３ 特色ある教育活動について 

       ４ 広報について 

       ５ 通信制課程について 

       ６ 特別活動部会より 

 

第９回新校設立準備実務作業部会 

  期 日  令和８(2026)年２月６日（金） 

  場 所  宇都宮清陵高等学校 会議室 

  議 題  ・設置計画（案）について 

       ・リーフレットについて 

       ・教室配置について 

       ・教育課程表(定時制課程)について 

       ・特色ある教育活動について 

       ・学則、職員の服務について 
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資料７

宇都宮清陵高等学校定時制課程　令和９年度入学生教育課程表

（専）は専門学科に関わる科目　（設）は学校設定科目（教科） ○は推奨する履修年次を示す
標準 設置 半期 基礎
単位 単位 通年 応用

現代の国語 2 2 ◎ 半 ○ ※１　ＳとＢ
言語文化 2 2 ◎ 半 ○ ○ ※２　ＳとＢ
論理国語 4 3 通 ○ ○ ※１履修後
文学国語 4 3 通 ○ ○ ※１履修後
古典探究 4 4 通 ○ ○ ※２履修後

(設) 作文講座 - 2 通 基 ○ ○ ○
(設) ことばの世界 - 2 通 基 ○ ○ ○
(設) 日本文学研究 - 2 通 応 ○ ○
(設) 古典特講 - 2 通 応 ○ ○ ＊文型生徒向け
(設) 小論文講座 - 2 通 応 ○ ○ ＊大学希望者向け

地理総合 2 2 ◎ 半 ○ ○ ※３
地理探究 3 3 通 ○ ○ ※３履修後
歴史総合 2 2 ◎ 半 ○ ※４
日本史探究 3 3 通 ○ ○ ※４履修後　※５
世界史探究 3 3 通 ○ ○ ※４履修後　※６

(設) 郷土研究 - 2 半 基 ○ ○
(設) 世界遺産入門 - 2 通 基 ○ ○ ○
(設) 日本文化史 - 3 通 応 ○ ○ ※５履修後
(設) 世界文化史 - 3 通 応 ○ ○ ※６履修後

公共 2 2 ◎ 半 ○ ○ ※７
倫理 2 2 通 ○ ○ ※７履修後
政治・経済 2 2 通 ○ ○ ※７履修後

(設) 政経実践 - 2 半 基 ○ ○ ○
数学Ⅰ 3 4 ◎ 通 ○ ○ ※８　ＳとＢ
数学Ⅱ 4 3 通 ○ ○ ※８履修後　※９
数学Ⅲ 3 4 通 ○ ○ ※９履修後
数学Ａ 2 2 半 ○
数学Ｂ 2 3 通 ○ ○
数学Ｃ 2 2 通 ○ ○ ○

(設) 数学実践 - 3 通 基 ○ ○
(設) 数学特講 - 2 通 応 ○ ○ ＊理型生徒向け
(設) 応用数学 - 2 通 応 ○ ○ ＊文型生徒向け

科学と人間生活 2 2 ○ 半 ○ ○１△から１ or △から３
物理基礎 2 2 △ 半 ○ ○ ※10
物理 4 3 通 ○ ○ ※10履修後　※11
化学基礎 2 2 △ 半 ○ ※12
化学 4 4 通 ○ ○ ※12履修後　※13
生物基礎 2 2 △ 半 ○ ※14
生物 4 3 通 ○ ○ ※14履修後　※15

(設) ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 2 半 基 ○ ○
(設) 理科実践 - 2 半 基 ○ ○
(設) 科学の世界 - 2 通 基 ○ ○
(設) 応用物理 - 3 通 応 ○ ○ ※11履修後（同時可）
(設) 応用化学 - 3 通 応 ○ ○ ※13履修後
(設) 応用生物 - 3 通 応 ○ ○ ※15履修後（同時可）
(設) 応用理科 - 2 通 応 ○ ○ ＊文型生徒向け

体育 7～8 8 ◎ 通 ○ ○ ○ ○
保健 2 2 ◎ 通 ○ ○

(専) ｽﾎﾟｰﾂ概論 3～9 2 通 ○ ○ ○
音楽Ⅰ 2 2 △ 通 ○ △から１
美術Ⅰ 2 2 △ 通 ○
書道Ⅰ 2 2 △ 通 ○

(専) 器楽 2～8 3 通 ○ ○
(専) ｿﾙﾌｪｰｼﾞｭ 2～6 3 通 ○ ○
(専) 鑑賞研究 2～4 2 通 ○ ○
(専) 絵画 2～6 3 通 ○ ○
(専) ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 2～6 2 通 ○ ○
(専) 鑑賞研究 2～4 2 通 ○ ○
(設) ペン習字 - 2 通 ○ ○

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 3 3 ◎ 通 ○ ※16　ＳとＢ
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 4 3 通 ○ ○ ※16履修後  ※17
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ 4 4 通 ○ ○ ※17履修後
論理・表現Ⅰ 2 3 通 ○ ○ ※18
論理・表現Ⅱ 2 2 通 ○ ○ ○ ※18履修後

(設) ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語 - 4 通 基 ○ ○
(設) 英語文学研究 - 2 通 応 ○ ○
(設) 英語特講 - 2 通 応 ○ ○ ＊大学希望者向け

家庭基礎 2 2 ◎ 通 ○ ※19
(専) 保育基礎 2～8 2 通 ○ ○ ※19履修後
(専) ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 2～8 3 通 ○ ○ ※19履修後

情報 情報Ⅰ 2 2 ◎ 半 ○ ○
(専) 工業技術基礎 2～4 2 半 ○ ○
(専) 電気回路 4～8 3 通 ○ ○ DD(工事担任者)
(専) 電子回路 2～6 2 通 ○ ○ DD(工事担任者)
(専) 通信技術 2～6 2 通 ○ ○ DD(工事担任者)
(専) ﾊｰﾄﾞｳｪｱ技術 2～8 3 通 ○ ○ DD(工事担任者)
(専) ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 2～4 2 半 ○ ○
(専) ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 2～4 2 通 ○ ○
(専) 観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2～6 2 通 ○ ○
(専) 簿記 2～6 3 通 ○ ○
(専) 情報処理 2～6 3 通 ○ ○
(専) 社会福祉基礎 2～6 2 半 ○ ○
(専) 介護福祉基礎 2～6 3 通 ○ ○ 介護職員初任者研修
(専) ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術 2～4 2 通 ○ ○
(専) 生活支援技術 2～12 3 通 ○ ○ 介護職員初任者研修
(専) こころとからだの理解 2～8 2 通 ○ ○ 介護職員初任者研修
(設) 外国語Ａ - 2 通 基･応 ○ ○ ＊中国語、韓国語などから１
(設) 外国語Ｂ - 2 通 基･応 ○ ○ ＊フランス語、スペイン語などから１
(設) にほんごⅠ - 2 通 基 ○ ※20
(設) にほんごⅡ - 2 通 基 ○ ※20履修後

3～6 3～6 ◎ 通 ○ ○ ○ ○
3～ 3～ 通 ○ ○ ○ ○ホームルーム活動
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令和９年度入学者選抜から適用する栃木県立高等学校入学者選抜の方針を次のように定める。 

 

令和７（2025）年６月 13日 

栃木県教育委員会 

栃木県立高等学校入学者選抜の方針 

 

１ 高等学校教育の普及及びその機会均等の精神にのっとり、志願者のなるべく多数を入学させるも

のとする。 

 

２ 全日制課程においては、一般選抜及び特色選抜を行うものとする。一般選抜においては、学力検

査及び実技検査を実施する高等学校においては実技検査を、特色選抜においては、学力検査及び高

等学校が独自に設定した方法による検査を行うものとする。 

 

３ 定時制課程においては、一般選抜及びフレックス特別選抜（フレックス・ハイスクールに限る）

を行うものとする。一般選抜においては、学力検査及び面接を、フレックス特別選抜においては、

面接及び作文を行うものとする。 

 

４ 通信制課程においては、面接による選抜を行うものとする。 

 

５ 選抜に際しては、第２項から第４項までに規定する各課程の検査の結果に加え、中学校長から送

付された調査書その他必要な書類等を資料とし、各高等学校の教育を受けるに足る能力・適性等を

判定して行うものとする。 

 

６ 中高一貫教育に係る併設型高等学校においては、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒に対す

る入学者の選抜は行わないものとする。 

 

７ 第２項及び第３項に規定する全日制課程及び定時制課程における選抜に係る検査については、本

人に帰責されない合理的な事由により、本検査当日に受検できなかった者を対象とし、追検査を行

うものとする。 

 

８ 入学志願者が募集定員に満たない場合は、再募集を行うものとする。 

 

 付 記 

    １ この選抜の方針は、令和９年度県立高等学校入学者選抜から適用する。 
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